
２林整計第 589号  

令和３年２月５日  

 

各森林管理局計画保全部長 殿 

各森林管理局森林整備部長 殿 

 

林野庁森林整備部計画課長  

 

 

森林整備保全事業の請負工事費算定における見積りの活用による積算の 

試行について 

 

森林整備保全事業の請負工事費を算定する設計単価等について見積りを活用し

て積算する場合の取扱いは、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いにつ

いて」（平成 11年 7月 1日付け 11-13林野庁指導部長、国有林野部長通知）に定め

ており、積算価格と実勢価格との間に乖離が生じた場合の積算についても同様とし

ていたところであるが、積算価格と実勢価格との間に乖離が生じた場合の取扱いに

ついて、当分の間、別紙により取り扱うこととしたので通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：計画課施工企画調整室施工技術班  



別紙 

 

１．対象工事 

（１）発注者の積算価格と実勢価格の間に乖離が生じたことにより、入札不調や不

落（以下「入札不調」という。）が発生し、再度公告する治山（森林整備を除

く）及び林道工事（以下「工事」という。）を対象とする。 

また、過去に入札不調となった工事の近隣地域における工事又は発注者の積

算価格と実勢価格の乖離が予測される工種等を含む工事については、当初の発

注時点において見積りの活用による積算ができるものとする。 

（２）見積りの活用による積算の試行を行う工事は、入札説明書等において歩掛、

単価等を公表するものとする。 

 

２．対象項目 

（１）直接工事費のうち、発注者の積算価格と実勢価格が乖離している又は乖離が

予想される工種を対象とする。 

なお、当該工種の施工に必要となる仮設費についても対象とすることができ

るものとする。 

（２）共通仮設費及び現場管理費のうち、現場条件等により積上げ計算する額と実

勢価格が乖離している又は乖離が予想される項目を対象とする。 

 

３．見積りの徴収方法 

（１）原則として、競争参加有資格者名簿に記載されており、発注する工種を含ん

だ工事又は類似工事の施工実績を有する者に見積りの作成を依頼し、３者以上

から徴収する。 

（２）当該工事を発注する支出負担行為担当官等は、別紙様式１により見積りの作

成を依頼し徴収する。 

（３）依頼された者が施工条件等を十分に理解して見積りを作成できるよう、図面

等（位置図、平面図、縦横断図、構造図等）を添付して依頼する。 

（４）見積りの徴収に当たっては、入札及び契約の手続における透明性、公正性、

必要かつ十分な競争性を確保するなど必要な措置を講ずるものとする。 

 

４．見積りに使用する単価等 

（１）労務職種区分ごとの労務費については、公共工事設計労務単価とする。 

（２）材料単価及び機械賃料については、発注者が定める設定単価とするが、必要

に応じて変更することができる。 



（３）歩掛の構成は、標準歩掛又は過去に適用した見積り歩掛と同じ構成とするが、

必要に応じて変更、追加等できるものとする。 

 

５．徴収した見積りの決定方法 

（１）材料単価、歩掛の数量等に変更があった場合は、見積り提出者のヒアリング、

資料提供等により変更理由を確認の上、異常値を除いた平均値を見積り活用単

価、同歩掛数量等として決定する。 

（２）歩掛の構成に変更があった場合は、見積り提出者のヒアリング、資料提供等

により変更理由を確認の上、妥当と判断される構成の歩掛を見積り活用歩掛と

して決定する。 

（３）発注者は、見積り活用歩掛等の妥当性が検証できるよう、工事の施工時にお

ける歩掛構成、歩掛数量、資材単価等の実績について把握に努める。 

 

６．設計変更時の取扱い 

（１）見積りの活用により積算した工事の設計変更時における単価及び価格は、原

則として当初設計における単価及び価格とするが、当初設計時の施工条件等に

変更があった場合は、受注者から見積り等の根拠資料を提出させ、妥当と判断

されれば見積り活用歩掛等を変更することができる。 

（２）新たに追加した工種が積算価格と実勢価格に乖離がある場合は、受注者から

見積り等の根拠資料を提出させ、妥当と判断されれば、歩掛及び単価を変更す

ることができる。 

 

７．その他 

  本通知は、発注者等が定める他の見積りの活用による積算方法等を妨げるもの

ではない。 

  



別紙様式１         見積り依頼の例 

文書番号  

年 月 日  

 

（株）○○○○建設 

代表取締役 ○○ ○○ 殿 

 

支出負担行為担当官等 

 

工事費算出に係る見積り依頼について 

 

標記について、○○事業により工事を予定している工事費算出の参考とするため、下記の歩

掛等について、見積書の提出を依頼します。 

なお、提出にあたっては、別紙、見積提出様式及び見積単価表により作成をお願いします。 

 

記 

 

１．施工場所 

  ○○県○○市○○国有林○○林小班 

 

２．見積り工種及び工事予定数量 

工   種 数量 単位 その他 

    

    

    

 

３．施工予定期間 

   ○年○月 ～ □年□月 

 

４．施工条件等 

【現場狭隘、人家隣接、騒音・振動対策、建設機械等搬入経路の最小幅員Ｗ=○ｍ、交通規

制、想定している仮設条件、時間制限等の条件を記載】 

 

５．見積り依頼添付資料 

  【位置図、平面図、縦横断図、構造図等の参考図書】 

 

６．見積り有効期限 

  【見積り提出期限から○ヶ月程度、○年○月○日まで】 

 



７．見積り提出期限 

  ○年○月○日（○曜日） 

※見積り期間は、依頼日から 10 日以上（土日・祝日を含めず）を基本として設ける。 

 

８．提出先 

  〒○○○-○○○○ 

  ○○県○○市○○ 

  ○○森林管理署 ○○グループ ○○宛て 

  ℡○○○-○○○-○○○○ 

  電子メール送信先：○○○＠maff.go.jp 

 

９．見積り作成にあたっての注意事項等 

（１）見積りの作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触

する行為を行わないこと。 

（２）見積りは、直接工事費【（労務費・材料費・機械経費・諸雑費等）、共通仮設費】の見積

りとします。 

（３）見積り依頼させていただく単価表に表示している構成等は標準歩掛等を参考としている

ため、適宜、変更していただくことができます。 

なお、構成等を変更する場合は、任意様式により根拠等についても提出してください。 

（４）単価については定価ではなく、実際の取引価格としてください。 

（５）労務費については、公共工事設計労務単価としてください。 

（６）消費税及び地方消費税は含めないでください。 

 

 

（注）【 】内は、適宜、必要な事項等を記載して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



見積提出様式 

年 月 日 

 

○○森林管理署長等 殿 

 

（株）○○○○建設 

 

見積りの提出について 

 

○年○月○日に依頼ありました工事費算出に係る見積りについて、別紙のとおり提出します。 

 

 



7490 かご枠土留工
（構造） 作成単位

○○ ○○ 36m
 単価No 名    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7489 かご枠土留工（機労） H=0.5m、B=1.2m 36.000 m
3722 かご枠（B=1.2m） H=0.5m、B=1.2m、H=2.0m 18.000 m2
3720 かご枠（B=1.2m）端部材 H=0.5m、B=1.2m 8.000 枚
3838 詰石 20cm内外 21.700 m3 補正済（補正係数：-0.05）

1022 吸出防止材[ﾔｼ繊維] t=10mm 121.300 m2 補正済（補正係数：+0.07）

7080 床堀（礫質土） BH=0.45m3、A山腹工、制限あり、障害なし 30.500 m3

計
単 価 1.0 m当り

[摘要]

見積単価表

○○森林管理署
メインブロック サブブロックｺｰﾄﾞNo

H=2.0m（4段）、L=36m、小運搬距離L=25m



7489 かご枠工（機労）
（構造） 作成単位

○○ ○○ 10 m
 単価No 名    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考
* 24 土木一般世話役 ○年○月労賃 人
* 1 特殊作業員 ○年○月労賃 人
* 25 山林砂防工 ○年○月労賃 人

4033 バックホウ運転 山積0.45m3［0.35m3］割増 0% 時間
1000 諸雑費 対象金額に対する割合 ％ 突き固め機械等及び油脂類

計
単 価 1.0 m当り

[摘要]

見積単価表

○○森林管理署
ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

H=0.5m、B=1.2m




